
 

 

 

 

３ ． 各 国 遺 失 物 取 扱 フ ロ ー 
 

（１）日本 

（２）ドイツ 

（３）フランス（パリ警視庁管内） 

（４）英国（ロンドン警視庁管内） 

（５）米国（ニューヨーク州） 

（６）米国（カリフォルニア州） 

（７）米国（コロンビア特別区） 

（８）カナダ（ケベック州） 
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差出

遺失

遺失者 警察署長 拾得者

               日　本

拾得者が権利主張している場合

施設の
管守者

拾得者

 物件の返還

拾得者の
権利放棄

施設内拾得の場合

（保管）

施設の
占有者

都道府県

物件の返還

発見場所が
路上等

発見場所が
船車建築物等

＜対象となる物件＞
・「他人ノ遺失シタル物件」

・「犯罪者ノ置去リタルモノト
　認ムル物件」

・「誤テ占有シタル物件」、
　「他人ノ置去リタル物件」、　
　「逸走ノ家畜」

・「埋蔵物」

＜手数料の徴収＞

「拾得物ノ保管費公告費其ノ他必要ナル費用」は
物件の返還を受ける者、もしくは物件の所有権を
取得し当該物件を引き取る者が負担

＜報労金＞

物件価額の100分の5～100分
の20の範囲内

ただし、「誤テ占有シタル物件」
は報労金の請求ができない

施設の占有者も報労金の請求
を主張する場合は上記報労金
を拾得者と占有者で折半

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

保管物件が「滅失又ハ毀損ノ虞アルトキ又ハ其ノ保管
ニ不相当ノ費用若ハ手数」を要するとき、物件を売却
することができる

売却できない場合は、廃棄することができる

物件の返還

差出

（拾得者が権利放棄した場合は占有者）

遺失者の権利主張期間

公告期間14日間終了後、6ヶ月間

公告期間14日間終了後、6ヶ月間

24時間
以内に

管守者に交付

拾得者の権利主張期間

7日以内に差出 2ヶ月以内

警察署長
公告（14日間）拾得

7日以内に差出

遺失者の権利主張期間

2ヶ月以内

拾得者又は占有者の権利主張期間

警察署長
公告（14日間）占有者

都道府県

都道府県

拾得
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10ﾕｰﾛ以下

10ﾕｰﾛ超

　　　ドイツ　　　　　　　

拾得者が権利主張している場合
（発見場所が路上等）

＜対象となる物件＞

遺失した物件
（民法第965条第1項）

競売の売上
（民法第966条、第975条及び第979条第2項）

埋蔵物
（民法第984条）

＜手数料の徴収＞

拾得者が物件を保管する目的、又は受領権利者を
捜索する目的で、必要経費が発生した場合、
受領権利者にその償還を請求できる
（民法第970条）

特定施設

差出（10ﾕｰﾛ超）
遺失

（保管）

物件の返還

拾得者の
権利放棄

市町村

遺失者

地方自治体

物件の返還

差　出
■官公庁
■公共交通機関の建造物
■公共輸送機関の中

官公庁
又は

公共交通機関

拾得者

拾得者

＜差出不要の拾得物＞

遺失物の価額が10ユーロ以下の場合は
差出不要
（民法第965条）

拾得者は物件を保管する義務がある
（民法第966条）

＜報労金＞

物件の価額が500ユーロ以下：
           　　　　　　　　　100分の5

物件の価額が
500ユーロを超える分：100分の3

動物：   100分の3
（民法第971条第1項）

50ユーロ以上の物件を官公庁又は
公共交通機関で拾得した場合は、
上記の2分の1
（民法第978条第2項）

遺失者の権利主張期間

届出後　6ヶ月

地方自治体

拾得

拾得時より6ヶ月

遅滞なく差出

拾得者

拾得者

拾得

遺失者の権利主張期間

※拾得者の権利主張期間については規定なし

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

滅失・毀損のおそれがあるか、保管に不相当な費用を伴う
場合は、拾得者は物件を競売に付さなければならない
（民法第966条第2項）

市町村

※特定施設：独自に拾得物を取扱うことができる施設
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フランス（パリ警視庁管内）

拾得者が権利主張している場合
（発見場所が路上等）

50ﾕｰﾛ未満

50ﾕｰﾛ以上

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

保存不可能な物件及び商品価値がない又は
ほとんどない物件は廃棄する
（パリ警視総監アレテ第00-11481号第5条）

差出

遺失

物件の返還

　返還請求　

拾得者の
権利放棄

拾得者
国有財産
管理部

施設内拾得の場合

物件の返還

＜手数料の徴収＞

全ての遺失物に関わる保管手数
料：5.10ユーロ
ただし、762ユーロ超の物件に
ついては、3%の従価手数料
（上記手数料は5.10ユーロの固定
手数料に加えて徴収）
（遺失物保管料金を定めるアレテ
                           第2004-18253号第1条）

＜対象となる物件＞

パリ市内の公道又は誰もが立ち入り
できる建造物において発見された
物件
（パリ警視総監アレテ第00-11481号第1条）

（保管）

ﾀｸｼｰ・
ﾊｲﾔｰ会社

差出
（24時間以内）運転手

差出
　①警察署
　（24時間以内）
　②警視庁
    遺失物課
　（5日以内）

販売担当従業員
50名以上を有する
小売店、劇場等

（ただし、露天の施設は除く）

施設管理者

又は
有資格係員

空港 差出
（15日以内）

同施設の
有資格職員

パリ交通
公団
（RATP)

差出
（24時間以内）

公団の
有資格職員

差出
（24時間以内）

商店、喫茶店、
展覧会場、
公園等、

公衆が出入り
できる施設構内

施設管理者

又は
有資格係員

物件の返還

遺失者の権利主張期間
拾得者の

権利主張期間

警察署　又は
警視庁遺失物課拾得 拾得者

24時間以内に差出 １ヶ月3ヶ月

国有財産管理部

遺失者の権利主張期間 拾得者の権利主張期間

1年 6ヶ月24時間以内に差出

国有財産管理部

遺失者
警察署
又は

警視庁
遺失物課

拾得者

特定施設

フランス国有鉄道（SNCF)

※パリ警視総監アレテの対象外

＜報労金＞

規定なし
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差出
(路上等)遺失

遺失者

英国（ロンドン警視庁管内）

拾得者が権利主張している場合
（発見場所が路上又はロンドン・タクシー内）

ロンドン
交通局
（TfL）

　　　　　　差 出
■ロンドン地下鉄
■ロンドン・バス
■ドックランズ・ライト鉄道
■ｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｺｰﾁ・ｽﾃｰｼｮﾝ

拾得者

物件の返還

施設内拾得の場合 慈善団体拾得者
拾得者の
権利放棄

(保管)

＜対象となる物件＞

公共の場所で拾得された
物件で、かつ、それが犯罪に
使用されていない又は
何らかの形で犯罪に関与
していないと想定される物件

　　　　差 出
■ロンドン・タクシー

警察署

50ポンド
以上

遺失者の権利主張期間

4週間

警察署拾得

拾得者の権利主張期間

拾得者に
帰属

慈善団体

2週間

24時間以内

ロンドン・タクシー

物件の返還

＜報労金＞

ロンドン・タクシー内で拾得された
物件については、物件の価額に
応じた手数料が徴収され、
その中に報労金が含まれる
（1934年ロンドン・タクシー令）

特定施設

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

売却価値のない物件は廃棄する

（他は規定なし）

＜差出不要の拾得物＞

下記以外の場合は、拾得者自身で保管するよう奨励
される

・拾得者が18歳未満
・拾得物が危険物
・拾得物の価額が50ポンド以上
・拾得物が小切手、クレジットカード、質札、文書
・拾得物が電子記憶媒体

＜手数料の徴収＞

ロンドン・タクシー内で拾得された物件については、
規定の手数料を遺失者に請求する
（1934年ロンドン・タクシー令）

　　　　　　差 出
■私有建造物　　　　　　　

建造物の
所有者又は

管理者
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施設内拾得の場合

遺失

州の遺棄物基金
又は

郡、市、町又は村

遺失者

　米国（ニューヨーク州）

拾得者が権利主張している場合

州立大学の
警備担当官
又は警察官

差出
（ニューヨーク州立大学において州の

運営している機関の建物、土地、又は構内）

州立公園警察署

差出
（公園・レクリエーション・

史的保存局長の管轄下にある州立公園、
公園道路、レクリエーション施設

又は史跡を構成する建物、土地、又は構内）

州、郡、村の
警察署

又は警察本部

差出
（市外）

差出
（公共建築物法第2条に定められている

建物、土地又は構内）

州政府ビルの
警察

差出
(市内)

警察署又は
警察本部

拾得者

物件の返還　

拾得者
拾得者の
権利放棄

物件の返還

＜対象となる物件＞

金銭、証券、商品、動産及び
有形人的財産、紛失した又は
置き忘れた財物
（ニューヨーク州法第7条-B§251.1及び251.3）

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

物件が残存価値しか有さない場合、又は滅失・毀損
のおそれのある場合、速やかに物件を売却する
（ニューヨーク州法第7条-B§253.5（a））

＜差出不要の拾得物＞

価額が10ドル未満の遺失物の拾得者が遺失者
へ当該物件を返還するための妥当な努力を
行ったうえで、返還することが不可能であった
場合、当該物件に対する権利は、拾得から
1年間が経過した時点で拾得者に帰属する
（ニューヨーク州法第7条-B§257.2）

20ﾄﾞﾙ以上

警察の保管期間　3年間

100ﾄﾞﾙ未満
3ヵ月

100ﾄﾞﾙ以上500ﾄﾞﾙ未満
6ヵ月

5000ﾄﾞﾙ以上
3年間

遺失者の権利主張期間

保管期間
満了

市の警察署
又は警察本部

10日以内に
差出

  遺失者及び
拾得者に対する通知

（3ヵ月前）  遺失者及び
拾得者に対する通知

（3ヵ月前）

  遺失者及び
拾得者に対する通知

（3ヵ月前）

10ﾄﾞﾙ未満 拾得者拾得者が当該物件を返還するための妥当な努力期間

拾得者に帰属

1年間

(保管)

500ﾄﾞﾙ以上5000ﾄﾞﾙ未満
1年間

（証券・証書類はすべて）

猶予期間
（10日間）

州の遺棄物基金又は
郡、市、町又は村

＜報労金＞

　規定なし

＜手数料の徴収＞

　規定なし

※拾得者の権利主張期間については規定なし

※10ドル未満の物件については差し出さなくてよいことがニューヨーク州法第7条-B §257.2で規定されており、差出が必要な物件は20ドル以上となっている
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差出
(市内)

遺失

遺失者

市警察

拾得者

米国（カリフォルニア州）

拾得者が権利主張している場合
（発見場所が路上等）

差出
（市外）

郡保安官
事務所

全ての
州機関

差出
（全ての州機関）

拾得者

物件の返還

100ﾄﾞﾙ以上
250ﾄﾞﾙ未満

250ﾄﾞﾙ以上

＜差出不要の拾得物＞

価額が100ドル未満の物件
（カリフォルニア州民法第2080条1(a)）

＜対象となる物件＞

金銭、物品、債権、その他の
財産及び家畜
（カリフォルニア州民法第2080条）

＜手数料の徴収＞

警察又は保安官事務所は、物件の保管及び
管理の費用を支弁するための妥当な手数料を
遺失者に請求することができる
（カリフォルニア州民法第2080条1（ｂ））

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

妥当な努力を払ってもその遺失者が発見されない、又は
発見されても、手数料の請求に対してその納付を拒否し、
以下のいずれかに該当する場合には、物件を売却する
ことができる

・　滅失・毀損のおそれのある場合
・　手数料が価額の3分の2に達する場合

（カリフォルニア州民法第2080条5）

カリフォルニア大
学及びカリフォル

ニア州立大学

差出
（カリフォルニア大学

及びカリフォルニア州立大学）

拾得者遺失者の権利主張期間

拾得者に帰属

90日間

警察署又は保安官事務所 受領

妥当な期間内に
差出

遺失者の権利主張期間

90日間

警察署又は保安官事務所 受領

妥当な期間内に
差出

7日間

拾得者

一般新聞に
告知

拾得者に
帰属

物件の返還

（保管） 自治体
拾得者の
権利放棄

* 発見場所がカリフォルニア
大学及びカリフォルニア州立
大学の場合は、各大学

※拾得者の権利主張期間については規定なし

＜報労金＞

　規定なし

自治体

自治体

特定施設
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遺失

拾得者の
権利放棄

区政府

　米国（コロンビア特別区）

拾得者が権利主張している場合

物件の返還

遺失者

拾得者

首都警察
財物管理係

差出

拾得者（保管）

＜対象となる物件＞

遺失者が不明で、過失、不注意又は
手落ちにより偶然に、又は不本意
ながら所有者の手を離れた一切の
個人的財産
（コロンビア特別区法§5-119.01(b)(1)）

＜報労金＞

規定なし

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

 売却価値のない物件は、通知の投函日から３０日以内に
 遺失者から返還請求がない場合、廃棄する
  （コロンビア特別区法§5-119.06(e)）

保管料金が物件価額の75%を上回る場合、競売で売却
する
 （コロンビア特別区法§5-119.09(d)(2)）

滅失・毀損のおそれのある物件は全て直ちに売却する
 （コロンビア特別区法§5-119.13）

遺失者の権利主張期間 拾得者

遺失物の拾得者に所有権

45日

権利主張期間＝30日

区政府

保管期間＝90日以上

第1回
公告売却価値のない物件は処分

遺失者の権利主張期間 拾得者

遺失物の
拾得者に所有権

45日

区政府

財物管理係の保管下

保管期間＝90日以上

第1回
公告

遺失者が不明
の場合

遺失者に対する
通知投函財物管理係の保管下

遺失者が判明
している場合

第2回
公告

第2回
公告

7日

7日

※拾得者の権利主張期間については規定なし

＜手数料の徴収＞

区長は規則により、
物件の保管料金を定める
 （コロンビア特別区法§5-119.09（d）（2）)
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申告
（差出は任意）

遺失

遺失者

警察官

地方自治体

又は

拾得場所を
管理する
責任者

拾得者

 カナダ（ケベック州）

拾得者が権利主張している場合

拾得者

物件の返還

物件の返還

（保管）

＜保管期間中における物件の売却・廃棄＞

物件が滅失・毀損のおそれがある場合、
直ちに物件を廃棄することができる
（ケベック州民法第942条）

＜物件の売却に係る規定＞

60日以内に返還を要求されなかった物件に
ついて、拾得物の保管者は当該物件を売却
することができる
（ケベック州民法第942条）

＜対象となる物件＞

遺失又は置き忘れられた動産
（ケベック州民法第939条）

埋蔵物
（ケベック州民法第938条）

＜物件の返還＞

物件の拾得者は、遺失者を発見
するよう努めるものとし、所有者
を発見した場合には物件を返還
するものとする
（ケベック州民法第940条）

拾得者による保管

拾得者遺失者の権利主張期間

保管＝ 60日

売却
拾得者による公告

（売却の場合）

10日

拾得者による拾得事実の申告後、
拾得者による保管、又は警察、地方自治体

又は拾得場所を管理する責任者に差出

＜所有権の時効取得に係る規定＞

所有権を時効取得するための期間は、
特別法による定めのない限り、10年間
とする
（ケベック州民法第2917条）

拾得

10年間

拾得者による保管期間（物件又は売却代金　10年）

警察　地方自治体　又は拾得場所を管理する責任者による保管期間（物件又は売却代金　10年）

＜拾得事実の申告＞

物の拾得者が、物又はそれに替わる代金の所有権を時効に
よって取得するためには、同人がそれを拾得した事実を、
警察官、地方自治体、又はそれが拾得された場所を管理する
責任者に申告しなければならない。
その後同人は、その選択にしたがい、その物を保管し続けるか、
又は同人が申告を行った人に保管させるため差し出すことが
できる。
（ケベック州民法第941条）

＜報労金＞

　規定なし

＜手数料の徴収＞

ものを置き忘れた者は、物件の引渡しの際、
管理費用の支払いを申し出なければならない
（ケベック州民法第946条）

 


